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市
内
に
所
在
す
る
米
軍
施
設
・
区
域
へ

清
明
や
墓
参
り
の
為
、
立
入
り
を
希
望
す

る
方
は
、
事
前
に
申
請
が
必
要
で
す
。
４

月
は
清
明
祭
に
よ
り
多
数
の
申
請
が
予
想

さ
れ
ま
す
の
で
、
余
裕
を
も
っ
て
申
請
さ
れ

ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

【
申
込
締
切
】

①
ホ
ワ
イ
ト
・
ビ
ー
チ

②  

キ
ャ
ン
プ
・
コ
ー
ト
ニ
ー
及
び
キ
ャ
ン
プ
・

マ
ク
ト
リ
ア
ス
（
市
内
在
住
者
の
み
）

※  

休
日
・
祝
祭
日
を
除
く
、
立
入
日
の
10
日
前
ま
で

【
申
請
に
必
要
な
事
項
】

①
立
入
者
の
氏
名
、
住
所
、
連
絡
先

②
立
入
日
及
び
立
入
時
間

③
立
入
の
際
に
使
用
す
る
車
両
番
号
等

（
ホ
ワ
イ
ト
・
ビ
ー
チ
は
車
検
満
了
日
も
必
要
で
す
。）

※  

立
入
り
を
希
望
す
る
施
設
に
よ
っ
て
、

申
請
方
法
が
若
干
異
な
り
ま
す
の
で
、

お
気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
申
請
書
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、

組
織
一
覧
（
各
課
の
ご
案
内
）
→
基
地
対

策
課
→
基
地
内
へ
の
立
入
り
に
つ
い
て
よ
り

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
が
可
能
で
す
。

石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
つ
い
て

　
石
綿
に
よ
る
疾
病
は
、
数
十
年
前
の
仕

事
で
も
発
症
し
ま
す
。

◆  

米
軍
関
連
施
設
で
働
い
た
こ
と
の
あ
る

方
は
、
石
綿
に
さ
ら
さ
れ
る
作
業
に
従

基
地
対
策
課

☎
９
７
３
ー
５
０
２
９

①
基
地
内
立
入
申
請
は
お
早
め
に

②
沖
縄
の
米
軍
関
連
施
設
で
働
い
た

　
こ
と
の
あ
る
方
お
よ
び
ご
家
族
の
方
へ

事
し
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

◆  

石
綿
に
よ
る
疾
病
と
認
定
さ
れ
た
場
合
、

労
災
保
険
制
度
ま
た
は
石
綿
健
康
被
害

救
済
制
度
に
よ
る
給
付
を
受
け
ら
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

◆  

お
心
当
た
り
の
あ
る
方
は
、
以
下
の
機

関
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

・  

沖
縄
労
働
局
労
働
基
準
部
労
災
補
償
課 （
労
働
者
の
方
）

☎
０
９
８
―
８
６
８
―
３
５
５
９

・
各
労
働
基
準
監
督
署
（
労
働
者
の
方
）

　
那　
覇　
☎
０
９
８
―
８
６
８
―
８
０
４
０

　
沖　
縄　
☎
０
９
８
―
９
８
２
―
１
２
６
３

　
名　
護　
☎
０
９
８
０
―
５
２
―
２
６
９
１

　
宮　
古　
☎
０
９
８
０
―
７
２
―
２
３
０
３

　
八
重
山　
☎
０
９
８
０
―
８
２
―
２
３
４
４

・
独
立
行
政
法
人　
環
境
再
生
保
全
機
構

   
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
１
２
０
―
３
８
９
―
９
３
１

　
市
で
は
基
地
に
関
す
る
苦
情
受
付
を
職

員
の
勤
務
時
間
外
で
も
受
け
ら
れ
る
よ
う
、

留
守
番
電
話
を
設
置
し
て
お
り
ま
す
。
な

お
、
市
民
の
皆
さ
ま
か
ら
の
苦
情
な
ど
を

も
と
に
、
日
本
政
府
や
米
軍
に
対
し
抗
議・

要
請
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。

【
電
話
番
号
】
☎
９
７
３
―
５
０
２
９

【
留
守
番
電
話
対
応
時
間
】

平
日
午
後
５
時
15
分
～
翌
日
午
前
８
時
30

分
、
土
、
日
、
祝
祭
日

※  

航
空
機
の
騒
音
に
関
す
る
苦
情
は
、
日
時
、
飛

行
場
所
、
航
空
機
の
種
類
、
う
る
さ
さ
等
を
な

る
べ
く
詳
し
く
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

特定防衛施設周辺整備調整交付金事業
■特定防衛施設周辺整備調整交付金とは 
　特定防衛施設周辺整備調整交付金とは、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第９条に基づき、防衛施設
の設置又は運用がその周辺地域の生活環境又は開発に及ぼす影響の程度を考慮し、特定防衛施設関連市町村を指定し、
当該市町村に対し、政令で定める公共用の施設の整備を行うための費用に充てさせるため、交付金を交付することがで
きる制度です。（防衛省 HP より一部抜粋）
　うるま市は前述交付金を活用し、市民の生活環境の改善、福祉の向上が図られるよう様々な事業を実施しています。

■平成２６年度　特定防衛施設周辺整備調整交付金事業一覧

※実施担当課が事業により異なるため、個別の事業に関するお問い合わせは各担当課へお願い致します。

〒904-2292　沖縄県うるま市みどり町一丁目 1 番 1 号
基地対策課　直通☎ 098-973-5029（基地対策係：内線 1322）

事業名 概要 詳細 担当課
上江洲中央線整備事業 整備工事

担当課HP参照

土木課
天願 1-71 号線整備事業 整備工事 土木課
勝連地区公民館空調設備改修事業 改修工事 生涯学習振興課
喜屋武マーブ公園テニスコート改修事業 改修工事 生涯スポーツ課
予防接種助成事業 助成 健康支援課
消防特殊自動車購入事業 更新整備 警防課

お問い合わせ

③
基
地
苦
情
受
付
電
話
の
設
置
に
つ
い
て


